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令和５年度は、大分県における２０２４年問題の影響に係る調査を実施した。
荷主企業には、製品の出荷のみならず、原材料の調達にも影響が及ぶことなど、ト
ラック供給力不足について認識いただき、課題解決に向けて運送事業者と共創する
ことが重要。

令和６年度の取組の方向性について（案）

令和６年度は、以下の取組を行うこととしたい。
２０２４年問題の影響（不足するトラック供給量）の定量的調査の結果を活
用した荷主向けセミナー等の開催することとしたい。
また、令和5年度の調査結果より作成したチラシによる周知をすることとし
たい。商工会議所より１６,５００部 トラック事業者より３,５００部
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荷主企業等へ、トラック供給力不足により今後起こりうる事態を分かりや
すい形で紹介し、関連情報や荷主対策強化に関して理解いただくことが重
要。



国土交通省
九州運輸局令和６年度の取組の方向性について（イメージ）
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荷主向けセミナーの開催

いかにして、多くの荷主企業に参加していただくか？

開催概要
開催時期 ：７月頃
開催場所 ：大分市内
内容 ：時間外労働の規制適用及び改善基準告示

荷主対策の深度化及び政策パッケージ等に基づく法制化の動き
取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン
荷主と事業者の共創による優良事例取組の紹介
参加者へのアンケート調査

・商工会議所の協力
・運送事業者より参加の呼びかけ
・各行政機関及び関係機関のHP等への掲載
・WEBとのハイブリット式

令和４年度に実施したセミナーでは、トラック事業の諸問題に関心のない荷主はセミナーに不参加といった事態が
散見された。

（重点取組事項）



国土交通省
九州運輸局令和５年度の重点取組事項について（PDCAシート＆工程表）

令和5年度の「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」の実施事項について
（令和５年８月９日 厚労省労働条件政策課長、同監督課長、国交省貨物課長 通達）

2 重点取組事項のPDCAについて

今年度の重点取組事項が、令和6年度から適用さ
れる時間外労働の上限規制に向けて効果的な取組と
なるよう、各地方運輸局等は管轄する各地方協議会
の取組について、別添様式1を用いてPDCAサイクルに
よる継続的な改善を行うこと。この際、PDCAを効果的
に実施できるよう、別添様式2を用いて令和6年度から
時間外労働の上限規制が適用されることに向けた改
善のための工程表を作成し、中長期の取組となるよう
な目標及び指（KPI）を設定するよう努めること。
なお、地方運輸局等は取りまとめた別添様式1・2を

令和６年4月末日までに自動車局貨物課に報告する
こと。

○）□□□□□□□□□□□□□□□＜重点取組事項名＞

○重点取組事項概要

○ＫＰＩ

○重点取組事項の取組状況

○課題及び今後の対応の方向性

記載担当者名：○○省（○○局○○課〇〇）

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

［　］□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
　【○○年度～○○年度　□□□□　　→　○○年度～○○年度　□□□□】

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

【ＫＰＩ】

　□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□。

別添様式1（PDCAシート）

地方協議会の新たな取組として、
PDCAサイクルによる継続的な改善
と工程表の作成が必要。 3別添様式2（工程表）
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九州運輸局令和5年度 PDCAシート（案）
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国土交通省
九州運輸局工程表（案）
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＜地方協議会名＞：トラック輸送における取引環境・労働時間改善大分県地方協議会

＜重点取組事項名＞｢荷主企業等を対象としたセミナーの開催｣
【概要】

荷主企業等に、今後起こりうる起こりうる事態（トラック供給力不足）を「自分事」として捉えてもらい、トラック事業者が運賃交渉や荷待ち時間
の減少等の効率化の要請が行いやすい環境を整えるため、大分県における、今後不足する輸送供給量の調査の結果をもとに、物流に関する政
策パッケージや標準的な運賃などの関連情報や荷主対策強化に関するセミナーを開催し周知する。

2021年度 2022年度 2023年度 2024～年度 ＫＰＩ 備考

・大分市内
・参加者へのアン
ケート調査の実施
・チラシの配布

大分県内の「加工食品」に
関係する荷主企業に対し
て、アンケート調査を実施

荷主企業
等を対象と
した「荷主
とトラック
事業者の
共創セミ
ナー」を開
催

アンケート調
査結果とりま
とめ

荷主企業及びトラック運送事業者に対して、「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善
に向けたガイドライン」の周知。

「標準的な運賃」について、荷主企業及びトラック運送事業者に趣旨・内容の理解、普及に努める。

○不足す
る輸送供
給の定量
的調査及
び周知

荷主企業等
を対象とした
セミナーの開
催



国土交通省
九州運輸局今年度（令和６年度）以降の対象輸送分野について

１ 今年度の重点取組事項について
（１）今年度の輸送分野別の検討について
① 対象輸送分野
各地方協議会事務局（運輸支局、都道府県労働局及び都道府県トラック協会をいう。以下同じ。）は、これまでの地方協議会での

課題整理や過去の実証事業を通じて浮き彫りとなった課題、輸送分野ごとに顕在化している課題等に対し、１つ以上の輸送分野におけ
る課題の整理及び課題に対する改善策の活用等を検討すること。検討の対象とする輸送分野（以下「対象輸送分野」という。）は、各
地方の状況に応じ、次の（ア）～（オ）のいずれかより選定すること。なお、選定に当たっては、下記２において工程表作成及びKPI設
定が行われることを考慮し、中長期的にな取組を見据えて検討すること。
（ア）令和元年度に実施した待機時間・附帯作業に関する調査の都道府県別の結果に基づき、各都道府県における待機時間が特

に長い輸送分野（別添資料参照）
（イ）令和２年度に実施した積載効率に関する調査の輸送品目別及び都道府県別の結果に基づき、各都道府県における積載効率の

改善が必要な輸送分野（別添資料参照）
※ 令和元年度の数値が平成22 年度の数値と比較し、概ね約５％以上低下している輸送分野を目安とする。

（ウ）過去の重点取組事項や実証事業のフォローアップを実施する必要があると考えられる輸送分野
（エ）「加工食品、飲料・酒」、「建設資材」及び「紙・パルプ」の中で、各輸送品目別のガイドラインで示した『今後の取組みの方向性』

に沿って取組を行う輸送分野
（オ）各地方協議会事務局が取組事項として特に必要と認めた輸送分野

令和６年度の「トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会」の実施事項について
（令和５年８月９日 厚労省労働条件政策課長、同監督課長、国交省貨物課長 通達）参照

・これまでの協議会において「加工食品、酒・飲料」を対象輸送分野として重点的に取組を行ってきたところ。
・今後（令和６年度以降）も、引き続き「加工食品、酒・飲料」を対象輸送分野としたい。

6


